


序　　　　　文

インドネシア国母と子の健康手帳プロジェクトは、1998 年 10月から５年間の協力期間におい

て、母子保健手帳プログラムを通じて同国の母子保健サービスの改善に貢献することを目的とし

て協力が開始されました。

このたび、協力開始後約１年の時点でこれまでの活動内容を確認し、本プロジェクトにかかわ

る専門家とカウンターパートに必要な助言を提供し、また本プロジェクト当初の目標を達成する

ために必要な事項をインドネシア共和国側関係者と協議するため、国際協力事業団は、1999年９

月６日から９月19日の日程で前国立医療病院管理研究所長松田朗氏を団長として、運営指導調査

団を派遣しました。

本報告書は、上記調査団の調査結果を取りまとめたものです。ここに本調査にご協力を賜りま

した関係各位に深甚なる謝意を表します。

平成 11年 10月

国 際 協 力 事 業 団

理事　阿　部　英　樹
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１．運営指導調査団派遣

１－１　要請内容および背景

インドネシア共和国（以下、インドネシア）では依然として妊産婦死亡率（425／ 10万出産対　

1993年）・乳児死亡率（47／ 1000出生対　1995年）は他のアセアン諸国に比べても高く、母子保健

サービスの充実は第６次５カ年計画（1993年～ 1998年）においても重点項目であり、積極的に取り

組まれている分野である。保健省・国家家族計画推進委員会などが中心に、各種のプログラムが

実施されているが、特に妊産婦死亡率の低下は目標値にはるか及んでいない。

わが国は 1989年 11月から５年間にわたり、「家族計画・母子保健プロジェクト」を実施し、中

部ジャワ州をモデル地区として乳幼児・妊産婦の保健衛生の質の向上と、それを支援するサービ

スデリバリーの強化を図った。同プロジェクトで開発され、試行が開始された母子健康手帳は母

子保健単発専門家（1995年５月～ 1997年８月）に引き継がれ、フォローアップと最終評価調査を経

て、母子健康手帳が母親と子供への健康教育教材および保健サービスの手段として有効であるこ

とが確認された。

インドネシア政府はその成果を受け、母子保健手帳プログラムを中心に母子保健サービス改善

を目的とするプロジェクト方式技術協力をわが国に要請し、1998年 10月よりプロジェクトが開始

された。なお、要請のなかでは、同国の社会・文化的な多様性を背景に、プロジェクトサイトと

して複数の２つの州（西スマトラ、北スラウェシ）が対象にあげられた。

１－２　調査目的

プロジェクト方式技術協力が開始してから、１年が経過しようとしているなか、これまでの技

術移転の進捗状況を正確に把握、問題点を検討し、今後の協力計画策定の指針を得ることとした。

また、相手国関係者と今後の協力計画について協議し、計画内容の調整を行うとともに、プロジェ

クトの実施体制等の改善について先方関係者と協議を行った。

また、今回は、調査の実をあげるために、運営指導調査団３名に加えて、ほぼ同じ日程で短期

専門家２名（母子保健、研修計画）を派遣した。母子保健専門家については、プロジェクト・ワー

クショップの指導等を、研修計画専門家については、1 9 9 8 年度来日したカウンターパート

（Ｃ／Ｐ）研修員のその後の活動状況を確認し、1999年度のＣ／Ｐ研修の計画概略作成等を目的と

した。

１－３　調査内容

（1）インドネシア側カウンターパートおよび専門家チーム等のプロジェクト関係者との意見交

換、ならびに活動現場の視察により、プロジェクトの進捗状況の確認と課題・問題点の把
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握を行い、現在までの活動状況をレビューするとともに、目標と活動内容の整合性の検討

を行った。

（2）この協議をもとに今後の活動に対する提言を行い、必要に応じ、当初計画の見直しと調整

を行った。

（3）一連の調査・協議を通じて合意に至った事項については、ミニッツに取りまとめ、署名を

交換した。

１－４　調査団の構成

　担　当 　氏　名 　　　　　所　属

団長 総　　括 松田　朗 前国立医療病院管理研究所長

団員 地域保健 二瓶　孝雄 埼玉県健康福祉部

健康福祉政策課長

団員 協力計画 植竹　肇 国際協力事業団

医療協力部医療協力第一課

短期専門家 母子保健 中村　安秀 東京大学医学部

国際地域保健学助教授

短期専門家 研修計画 山田　芳子 埼玉県健康福祉部

こども家庭課専門調査員

１－５　調査日程

1999年９月６日～ 1999年９月 12日（総括）

1999年９月６日～ 1999年９月 15日（地域保健、研修計画）

1999年９月９日～ 1999年９月 19日（母子保健）

1999年９月６日～ 1999年９月 19日（協力計画）
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インドネシア国母と子の健康手帳プロジェクト運営指導調査団日程

1999年９月６日～ 1999年９月 12日（総括）松田団長

日順 月　日 曜日 移動および業務 宿　泊　地

1 ９月６日 月 10：55 成田発（JL725） ジャカルタ泊

16：05 ジャカルタ着

ＪＩＣＡ事務所員と打合せ

2 ９月７日 火 06：30 ジャカルタ発（GA600） マナド泊

12：20 マナド着

13：00 北スラウェシ州出張所、州衛生局表敬

15：00 プロジェクト事務所訪問

19：00 専門家と打合せ

3 ９月８日 水 08：00 マナド市衛生部訪問 マナド泊

09：00 Bahu保健所訪問

10：00 Winangun Posyandu訪問

10：30 Winangun保健所支所訪問

11：00 Malalayang公立病院訪問

15：00 専門家宅訪問

19：00 専門家と打合せ

4 ９月９日 木 09：00 ブナケン島視察 ジャカルタ泊

11：00 Kairagi Satu Posyandu訪問

13：20 マナド発

17：10 ジャカルタ着（GA601）

5 ９月 10日 金 09：30 保健省との協議 ジャカルタ泊

11：30 ミニッツ署名

13：30 団長主催昼食会

18：30 ＪＩＣＡ事務所長主催夕食会

6 ９月 11日 土 23：30 ジャカルタ発（JL726） 機中泊

7 ９月 12日 日 08：40 成田着
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1999年９月６日～ 1999年９月 15日（地域保険、研修計画）

二瓶団員・山田短期専門家

日順 月　日 曜日 移動および業務 宿　泊　地

1 ９月６日 月 10：55 成田発（JL725） ジャカルタ泊

16：05 ジャカルタ着

ＪＩＣＡ事務所員と打合せ

2 ９月７日 火 06：30 ジャカルタ発（GA600） マナド泊

12：20 マナド着

13：00 北スラウェシ州出張所、州衛生局表敬

15：00 プロジェクト事務所訪問

19：00 専門家と打合せ

3 ９月８日 水 08：00 マナド市衛生部訪問 マナド泊

09：00 Bahu保健所訪問

10：00 Winangun Posyandu訪問

10：30 Winangun保健所支所訪問

11：00 Malalayang公立病院訪問

15：00 専門家宅訪問

19：00 専門家と打合せ

4 ９月９日 木 09：00 ブナケン島視察 ジャカルタ泊

11：00 Kairagi Satu Posyandu訪問

13：20 マナド発

17：10 ジャカルタ着（GA601）

5 ９月 10日 金 09：30 保健省との協議 ジャカルタ泊

11：30 ミニッツ署名

13：30 団長主催昼食会

18：30 ＪＩＣＡ事務所長主催夕食会

6 ９月 11日 土 資料整理 ジャカルタ泊

7 ９月 12日 日 13：40 ジャカルタ発 ブキット・ティンギ泊

15：20 パダン着（GA162）

ブキット・ティンギへ移動

8 ９月 13日 月 09：00 Sungai Puar保健所訪問 パダン泊

10：30 Sungai Puar Posyandu訪問

11：00 地域保健所訪問

パダンへ移動

15：00 専門家宅訪問

19：00 Ｃ／Ｐと夕食会

9 ９月 14日 火 07：45 州保健省出張所表敬 機中泊

09：20 パダン発

11：00 ジャカルタ着（GA163）

23：30 ジャカルタ発（JL726）

10 ９月 15日 水 08：40 成田着
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1999年９月９日～ 1999年９月 19日（母子保健）

中村短期専門家

日順 月　日 曜日 移動および業務 宿　泊　地

1 ９月９日 木 10：55 成田発（JL725） ジャカルタ泊

16：05 ジャカルタ着

2 ９月 10日 金 09：30 保健省との協議 ジャカルタ泊

11：30 ミニッツ署名

13：30 団長主催昼食会

18：30 ＪＩＣＡ事務所長主催夕食会

3 ９月 11日 土 資料整理 ブングル泊

15：20 ジャカルタ発（MZ120）

16：00 ブングル着

6 ９月 14日 火 （９／ 15まで、ブングルにて現場視察

および協力隊への技術指導）

7 ９月 15日 水 チロトへ移動、 チロト泊

プロジェクトワークショップにて技術指導

8 ９月 16日 木 同上 チロト泊

9 ９月 17日 金 同上 チロト泊

10 ９月 18日 土 ジャカルタへ移動 機中泊

23：30 ジャカルタ発（JL726）

11 ９月 19日 日 08：40 成田着

～ ～
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1999年９月６日～ 1999年９月 19日（協力計画）

植竹団員

日順 月　日 曜日 移動および業務 宿　泊　地

1 ９月６日 月 10：55 成田発（JL725） ジャカルタ泊

16：05 ジャカルタ着

ＪＩＣＡ事務所員と打合せ

2 ９月７日 火 06：30 ジャカルタ発（GA600） マナド泊

12：20 マナド着

13：00 北スラウェシ州出張所、州衛生局表敬

15：00 プロジェクト事務所訪問

19：00 専門家と打合せ

3 ９月８日 水 08：00 マナド市衛生部訪問 マナド泊

09：00 Bahu保健所訪問

10：00 Winangun Posyandu訪問

10：30 Winangun保健所支所訪問

11：00 Malalayang公立病院訪問

15：00 専門家宅訪問

19：00 専門家と打合せ

4 ９月９日 木 09：00 ブナケン島視察 ジャカルタ泊

11：00 Kairagi Satu Posyandu訪問

13：20 マナド発

17：10 ジャカルタ着（GA601）

5 ９月 10日 金 09：30 保健省との協議 ジャカルタ泊

11：30 ミニッツ署名

13：30 団長主催昼食会

18：30 ＪＩＣＡ事務所長主催夕食会

6 ９月 11日 土 資料整理 ジャカルタ泊

7 ９月 12日 日 13：40 ジャカルタ発 ブキット・ティンギ泊

15：20 パダン着（GA162）

ブキット・ティンギへ移動

8 ９月 13日 月 09：00 Sungai Puar保健所訪問 パダン泊

10：30 Sungai Puar Posyandu訪問

11：00 地域保健所訪問

パダンへ移動

15：00 専門家宅訪問

19：00 Ｃ／Ｐと夕食会
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１－６　主要面談者

（1）インドネシア側関係者

保健省地域保健総局家族保健局長 Dr.Wibisono Wijono（99年度Ｃ／Ｐ）

保健省地域保健総局母子保健課長 Ms.Ardi Kaptiningsih（98年度Ｃ／Ｐ）

保健省地域保険総局児童保健課長 Ms.Ina Hernawati（98年度Ｃ／Ｐ）

保健省家族保健事務局長 Dr.Sunarno Ranu Widjojo

保健省地域保健局計画整合課長 Dr.Abdurachman

保健省西スマトラ州出張所長 Ms.Rasydah Rasyid（98年度Ｃ／Ｐ）

保健省西スマトラ州出張所基礎保健サービス課長

Dr.Sinardi Susilo（99年度Ｃ／Ｐ）

西スマトラ州衛生局家族保健課長 Dr.Fauziah Elytha（99年度Ｃ／Ｐ）

保健省北スラウェシ州出張所長 Mr.S.S.Harjosuwaro（98年度Ｃ／Ｐ）

保健省北スラウェシ州出張所次長 Dr.Pelealu F.J.Ongky（99年度Ｃ／Ｐ）

保健省北スラウェシ州出張所地方分権化部長 Dr.Bonny Kalen Sang（99年度Ｃ／Ｐ）

保健省北スラウェシ州出張所総務部長 Dr.Jeanette Siby

北スラウェシ州衛生局総務部長 Dr.S.Tangel-Kairupan

（2）日本側関係者

在ジャカルタ日本国大使館 宇津書記官

ＪＩＣＡインドネシア事務所 庵原所長

ＪＩＣＡインドネシア事務所 北野所員

ＪＩＣＡインドネシア事務所 高橋ＪＯＣＶ医療調整員

9 ９月 14日 火 07：45 州保健省出張所表敬 ジャカルタ泊

09：20 パダン発

11：00 ジャカルタ着（GA163）

10 ９月 15日 水 ウジュンパンダンへ移動し（GA63）、 ウジュンパンダン泊

ほかプロジェクトを視察

11 ９月 16日 木 ほかプロジェクトを視察 ウジュンパンダン泊

12 ９月 17日 金 ジャカルタへ移動 ジャカルタ泊

13 ９月 18日 土 23：30 ジャカルタ発（JL726） （機中泊）

14 ９月 19日 日 08：40 成田着
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２．運営指導調査団報告書

２－１　はじめに

本プロジェクトは 1998年 10月から５年計画で開始され、埼玉県からの専門家は 1999年３月下

旬から北スラウェシ州マナドと西スマトラ州パダンにそれぞれ１名ずつ配置されている。このた

びの調査団の派遣では、専門家が生活しているマナドとパダンを視察して生活や活動の様子を垣

間見る機会に恵まれた。また、保健省州出張所やポシアンドゥなどサイトも視察し、専門家から

も報告を受けるとともに意見交換を行ってきた。

さて、本県の本格的な国際協力活動の展開については、「世界平和のためには国と国とのオフィ

シャルな外交もさることながら地方自治体みずから先頭にたって草の根外交を展開することが非

常に重要」との知事の理念のもと、1993年から６年間、国際協力事業団（ＪＩＣＡ）と共同でネパー

ル・プライマリー・ヘルスケア・プロジェクトを実施した経緯がある。このプロジェクトは、地

方自治体がＪＩＣＡと共同で政府開発援助（ＯＤＡ）を活用して、専門家の選定やカウンターパー

トの受入れなどを単独で行ったものとして注目を集めた。

今回のプロジェクトにおいては、本県は保健婦職の職員が専門家として現地で技術指導に従事

するとともに、カウンターパートの受入れを保健所などで実施するというように地方自治体が独

自の技術やノウハウなどをもつ部門でしっかりと責任を果たすことが期待されての取り組みと

なっている。

1998年７月に締結された実施討議議事録（Ｒ／Ｄ）では、協力期間は 1998年 10月からの５年間

であり、本県は 1999年の３月末から２年間の予定で保健婦職の職員２名を派遣している。

このたびは、派遣後ほぼ半年が経過しようとする段階において、彼らの生活や活動における問

題点などを探り、今後のプロジェクト展開において、本県からの専門家がよりいっそうプロジェ

クトに貢献できるための方策を考えてみたい。

なお、生活については、専門家のプライバシーにできるだけ触れないよう努めた。今後の地方

自治体からの専門家派遣の参考となれば幸いである。

２－２　埼玉県から派遣された専門家の活動状況と課題

（1）北スラウェシ州

北スラウェシ州でのプロジェクト活動は 1999年３月下旬に日本人専門家３名が派遣されて

以降ほぼ半年が過ぎようとし、本県からの専門家はサイトリーダーとして活動していた。専

門家はネパールでのＪＩＣＡ長期専門家として約２年間の派遣の経験があり、他の２人の専

門家のまとめ役として、現在までにＴＯＴ（指導者研修）の実施や母子健康手帳の配布などに

取り組んでいた。
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州都マナド等の印象としては、ワンボックスタイプのブルーの乗り合いバスが縦横に走る

など明るく開放的な南国といった印象を受けたが、北スラウェシ州は、面積約１万 9000km2、

人口約 262万人（1995年）と埼玉県と比べて、面積は約５倍ながら人口は約４割の州である。

この州は、大きく４つの民族グループと地域にわかれ、それぞれ独自性をもっているが、全

般的に教育に対する意識が高く結果的に識字率も高くなっている。行政的には州のもとに７

つの県・市があり、活動は徐々に対象県を拡大し４年半の計画期間内に母子健康手帳の配布

を通した母子保健サービスを州全体に普及させるものである。

まず、インドネシア側のカウンターパートは、州における責任者が保健省州出張所長（Ｋａ

Ｋａｎｗｉｌ）であり、技術面ではその地方分権化・国際協力部長であり、実務面では基礎保

健課長と州保健局（Ｄｉｎａｓ）の家族保健局長であり、いずれも医師の資格をもっている。

彼らや専門家からの話を聞いていると、彼らの母子保健に対する目標レベルは高く、その達

成のための意欲も強く、彼らとの交渉では専門家もそれなりの知識・経験とマネジメント能

力などが求められていた。また第１回のワーキング・グループ・ミーティングを実施して、今

後実務的な決定が円滑になされるようにしていくための努力をしていた。さらに、指導者養

成研修の実施のための打合せや母子健康手帳配布の対処方法の策定など相手側との折衝等が

大変であり、特に、インドネシア語での折衝は日本語のそれとは比べものにならないとのこ

とだった。

専門家はさらに州や県の職員や保健所（Puskesmas）の職員、それから住民とより近い助産婦

（Bida di desa）などさまざまな人々と接触し、活動を行っており、それぞれのレベルで相

手を説得させたり、指導できたりしなければならない。いずれにしろ、専門家は、相手側行

政組織のトップとの話し合いから、現場での助産婦（Bidan di desa）や住民などの指導・助

言まで多様なレベルで対応できる能力・経験・知識が求められており、生半可な気持ちや知

識・経験ではできないと思われた。

ところで、病院視察を行った際、母子健康手帳の配布方法を巡って保健所では妊婦実数の

把握や統計をとるための所で配布することがよりよい結果をもたらすと思っており、一方病

院側は母子健康手帳配布地域が全域でない現在の状況では、区域内から受診する人と区域外

からの人との格差ができてしまうので病院でも配布できなければ効果が薄いと思っているな

ど、州職員等と彼らとの意見の相違なども垣間見られたように、配布のシステム化までは幾

分時間を要するように感じられた。

２カ所のポシアンドゥの視察では、１つのは多数の妊婦が手に手に母子健康手帳を持って

集まり、妊婦たちが着飾ってくるとともに、カダールもそろいの制服で集まってきたのには

文化の違いを感じるとともに驚かされた。他のほうは普段着で、また、狭い保健所でも妊婦

が母子健康手帳を持って集まっていたように、母子健康手帳が定着している様子が窺われた。
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総合的にみると現時点では、マナド市とボラアン・モンゴンドウー（Bolaang Mongondow）県

を核として北スラウェシ州のプロジェクト実施体制は順調に整備しつつあるように思われた。

（2）西スマトラ州での活動

西スマトラ州は面積が約５万km2、人口が 430万人と、本県と比べて面積は約 13倍、人口は

約６割にあたる州で、北スラウェシ州と比べて街全体がきれいに整備されており幾分落ち着

いたゆったりした感じのところであった。ここは県・市が14と北スラウェシ州の倍あり、ま

た面積も広いところであり、加えてミナンカバウ族という母系社会の民族が主体のイスラム

教が支配的な所であった。

専門家は初めての国際協力活動経験ではあるが、健康を損うことなく順調に生活と活動を

充実させており、とても初めての経験とは思われなかったが、言葉の問題には悩まされてい

るとのことだった。そして、言葉のみならず、総合的に社会や文化のことも含めて理解する

なかで、プロジェクトに貢献したいと抱負を語っていた。

ここでの活動はプロジェクト開始以来１年が経過しようとするなか、本県からの専門家（保

健婦）はもう１名の専門家とともに、半年ではあるが、活動の順調な展開に大いに寄与してい

るとの高い評価を受けていた。

ここでも、カウンターパートの体制は北スラウェシ州と同様であったが、Ｋａｎｗｉｌと

Ｄｉｎａｓの関係はよいが２つの組織が同じような業務を行っているという点で責任の所在

がはっきりしないということが起こっているようであった。

Ｋａｎｗｉｌに提供した情報はＪＩＣＡが確認しないとＤｉｎａｓに流れないこともあり、

ワーキンググループ会議の開催などプロジェクト側で根回しや意見調整などを行わないとで

きない状況もあるとのことだった。

近年インドネシアでは地方分権がいわれているそうだが、従来の前の中央（保健省）が地方

（州衛生局）の上に立つといった意識が残っているのかもしれない。しかしながら、双方の事

務所も近くにあり、交流も頻繁であり、今後プロジェクトの進展に伴いこうした事態は解決

すると思われる。

Ｋａｎｗｉｌのなかに開設されたプロジェクト事務所で専門家は、たまたまＫａｎｗｉｌ

の所長が日本での研修で埼玉県に馴染みがあり、好印象をもっていたこともあり相手側から

愛称で呼ばれるなど緊密な人間関係を築いており、その活動なども相当の信用を得ていた。

今後、活動を拡大するにあたっては、主体はインドネシア側にあるとはいえ、地理的には、

島嶼、海岸平野地から高原地帯などがあり、熱帯ながらも多様な気候をもつこの州で専門家

が行う活動の困難さも並大抵ではないと感じられた。

なお、両地域ともＫａ Ｋａｎｗｉｌがカウンターパートとして埼玉をはじめ日本での研
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修を受けた結果、母子健康手帳に対する有効性を高く評価しており、その結果、両地域では

各地に看板を立て看板による啓発を図っており、住民の意識も徐々に高まっていくものと思

われる。

２－３　保健婦と母子健康手帳

日本の母子健康手帳は、妊娠、出産、育児に関する記録帳であり、この記録を参考として保健

指導や健康診査が行われるなど、母子保健対策を進めていくうえで重要な意義をもつものとなっ

ている。これは 1942年に妊産婦手帳として制定されたのが、始まりであり、すでに半世紀以上の

歴史をもつとともに、妊産婦死亡率・乳児死亡率の低下に寄与したといわれている。

都道府県が市町村を経由して交付していた母子健康手帳は、1992年から市町村で交付すること

となった。このため現在は県行政では直接に母子健康手帳の事務に携わらなくなったが、それ以

前は県職員が携わっていたため、ある程度の経験のある職員は母子健康手帳に対する知識とノウ

ハウをもっている。

現在のインドネシアでのプロジェクト活動の展開においては、上は保健省の州のトップから下

は伝統的産婆や助産婦までの対応などをみると、専門家は幅広い母子保健の知識と経験、さらに

は指導力などが求められている。さらに、住民みずからが母子健康手帳を媒介として健康問題解

決の意欲と力量を形成していくよう援助できる能力も求められる。こうしたことに対応できるの

は母子保健のエキスパートである保健婦職の職員がベストと思われる。すなわち、保健婦は母子

保健全般の妊娠前から妊娠、出産、育児までの過程について地域住民に密着して指導・教育でき

る人材であり、現地で活動を展開するのにふさわしいと考えられるからである。

２－４　まとめ

（1）生活一般

マナドとパダンは一般的な印象が異なっており、マナドはキリスト教が支配的であること

もあり、またマリンスポーツなどの観光地としても有名なこともあって、やや開放的な感じ

を受けたが、パダンはその特徴的なミナンカバウの家々が印象的な実直な落ち着いた感じの

場所であったように２つの地域は異なる印象を与えていた。

またカウンターパートの仕事に対する取り組みも対照的でマナドではDr.Gina氏を中心とし

て意欲が全面に出ていた。一方パダンはのんびりと進めているという印象を受けた。やはり、

インドネシアの気候、風土などの多様性を十分理解する必要がある。

専門家は住居を賃借して、いずれも単身で生活しながら、活動を展開していた。専門家の

住居地は敷地が広く、門番などを雇用し治安など安全面で配慮しており、派遣する県として

も一応安心できる状態であった。一般消費財なども日本とほぼ同様に利用できるが、物に
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よっては利用できなかったり、特に品質の面で問題があるとのことであった。

食事なども味付けの相違など日本とは異なる面があるものの、果物の豊富さや魚介類の新

鮮さなどよい面も多いとのことだった。

現在は専門家はいずれも活動に追われるとともに、インドネシア語の修得に全力を尽くし

ており、娯楽的な面まで目を向ける余裕はないとのことだった。

健康面では下痢で苦しんだ専門家もいたが、ほぼ今まで特に問題となるような事態になっ

たことはなく、また、1998年のジャカルタ暴動以降の政治的不安定さによる治安の悪化や東

ティモール独立問題の余波などは、この２州でも見あたらず、たまにデモなどがあることも

ある程度とのことであった。

（2）言葉

インドネシア語の修得は、私生活での必要のみならず現地で活動を行うには必須であり、

専門家にとっては最大の負担であり、２人ともかなりの時間をこのことに割いていた。

母子保健活動での普遍的な技術指導については、日本での経験をもとに対応できるようで

あったが、より詳細で具体的な説明を行うには言葉の習得は欠かせないとのことであった。

専門家にとって知っていることやわかっていることなど簡単なことが、言葉のためにうまく

伝達できないもどかしさやいらだたしさなど専門家のストレスは強いようであった。さらに、

英語がほとんど通じないので、専門家はインドネシア語を習得しないならば活躍しようにも

できないという状況であった。

言葉の問題は、今後の本県からの専門家派遣のポイントであり、専門家候補者が派遣まで

の期間余裕をもって国内で準備できるような環境づくりとシステムづくりが必要と痛感され

た。

（3）専門家の要件

以上のように、埼玉県から派遣された専門家は異なる風土・環境のなかで、もてる力を十

二分に発揮し、保健省職員や地元民などから大いに評価されていた。

今後も、これらの専門家が引き続き活躍できるよう埼玉県としてもできる限りのバック

アップ体制の充実に努めることが求められている。

まず、本県としてできることは、できるだけ余裕をもって本県の専門家候補者を選定し、イ

ンドネシア語の学習を進めることが必要である。これは、現在の専門家の派遣終了が2001年

３月末であるので、次の専門家候補者をできるだけ早く決定して、たとえばインドネシア観

光事務所などで研修するなどこの準備のための時間をつくることである。やはり、日本で基

礎的な学習をできるだけの余裕をつくることが肝要と思われる。
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次に、インドネシアの状況を知ってもらうため派遣前に個人的にインドネシアを訪問して

みるなどの自助努力もする必要があり、県としてもそうした努力に対して何らかの援助など

ができないか検討する余地があるように思われた。

また、インドネシア側のカウンターパートとの折衝や指導などを考えると、本県から専門

家は保健婦職で中堅クラス以上のものでないと現地関係者からの信用を得るのも難しいので

はないかと思われた。

さらに、日本と異なる文化・慣習・システムのなかで生活をしていくのには、健康第一は

当然のこととして相当の克己心、忍耐力が求められる。北スラウェシ州と西スマトラ州でさ

えも、文化や食事から宗教などまで相当の相違を感じることがあったように、インドネシア

は多様性に富んだ国であり、こうした環境の変化に柔軟に対応できる人が求められる。

専門家は本県においては、保健婦として保健所等で地方保健行政に従事した経験をもって

おり、それを活用して母子健康手帳の配布を通した母子保健サービスの向上に取り組んでい

るように、こうした面をいっそう考慮して本県の選考・決定をしていく必要がある。

（4）終わりに

本県からインドネシアに専門家を派遣させてもらっているが、このたび調査団の一員とし

て現地を視察して、「百聞は一見に如かず」の言葉を思い出した。

このプロジェクトが成功裡に完了できるためにも、今後４年間、本県は専門家を継続して

派遣していくが、専門家が心身ともに充実して活動に取り組むとともに、プロジェクトに貢

献できるよう県の後方支援体制の充実に努めることに意を強くした。

今回の調査団派遣にあたっては、松田団長やＪＩＣＡをはじめとする関係者の皆さんに大

変お世話になり感謝申しあげたい。また、佐藤プロジェクトリーダーはじめインドネシアで

がんばっておられる皆さんには一方ならずお世話になったことに心からお礼申しあげたい。
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３．短期専門家報告書

３－１　母子保健　中村安秀

（1）調査日程

日順 月　日 曜日 移動および業務 宿　泊　地

1 ９月９日 木 成田発ジャカルタ着（JL725） ジャカルタ泊

佐藤リーダー、宮崎調整員、植竹ＪＩＣＡ職員らとミニッツ打合せ

2 ９月 10日 金 プロジェクト Joint Coordinating Meeting ジャカルタ泊

保健省にてミニッツ調印

松田調査団長主催の昼食会

夕方、調査団一行とともに、ＪＩＣＡインドネシア事務所庵原所長

および北野所員、在インドネシア日本大使館宇津書記官らと懇談

3 ９月 11日 土 ジャパンクラブ婦人部・福祉部のメンバーと懇談 ジャカルタ泊

4 ９月 12日 日 ジャカルタ発ブンクル着（MZ120） ブンクル泊

Dr. Wahyu Dudorsono（KANWIL Bindal Desban）と日程打合せ

5 ９月 13日 月 Dr. Abdul Rachman（ブンクル州ＫＡＮＷＩＬ次長）を表敬 チュルップ泊

ブンクル発ルジャンルボン着

（ブンクル州衛生局母子保健課長 Dr. Mariaが同行）

ルジャンルボン県衛生部長を表敬

ルジャンルボン県病院

（Dr. Faisal病院長、Dr. Andri Mulya内科部長）を視察

6 ９月 14日 火 母子健康手帳配布地区である Kampung Melayu保健所、 ブンクル泊

Tebat Temong Luar POLINDESAを視察

妊産婦、ヘルス・ボランティア、村落助産婦（Bidan di Desa）、

他の地区の保健所医師（Dr. Firda N. Kusdwiharto）らと懇談

ルジャンルボン発ブンクル着

7 ９月 15日 水 Dr. Abdul Rachman（ブンクル州ＫＡＮＷＩＬ所長）を表敬 チロト泊

ＫＡＮＷＩＬ事務所にてブンクル州関係者と

今回の視察結果の公式報告会

ブンクル発ジャカルタ着（MZ121）

8 ９月 16日 木 母子健康手帳ワークショップに参加、 チロト泊

講演「Ensuring Quality of Maternal and Child Health

Care from the viewpoint of Community and Districts」を行う

Dr. Azrul Azwar（保健省地域保健総局長）とプロジェクトの

今後について懇談

9 ９月 17日 金 母子健康手帳ワークショップに参加、閉会の挨拶を行う チロト泊

午後から深夜にかけて、プロジェクト専門家による

専門家全体会議に参加

10 ９月 18日 土 ジャカルタ発（JL726） 機中泊

11 ９月 19日 日 成田着



- 15 -

（2）調査概要

1） 1998年 10月に開始された「母と子の健康手帳プロジェクト」の進捗状況に関しては、プ

ロジェクト開始後わずか 11カ月間とは思えないくらいに充実した活動がすでに行われて

いた。母子健康手帳研修、配布、モニタリングの活動が実施計画どおりに着々と進行し

ていた。経済危機の最中にもかかわらず、インドネシア側の参加は非常に活発であった。

また、インドネシア側の本プロジェクトに対する評価はきわめて高く、今後の活動に関

する期待度も非常に高かった。

2） Dr. Azrul Azwar（保健省地域保健総局長）は母子健康手帳を国家政策として位置づける

と言明した。他のアセアン諸国と比較して高値を示すＭＭＲ（妊産婦死亡率）を減少させ

るために母子健康手帳はもっとも有効な手段であるとし、全国展開のためには科学的な

評価（効率性、効果、インパクトなど）が必要であるとした。また、従来の既存の母子保

健活動や研修と統合し経費を抑えるなどの工夫により、ＪＩＣＡの援助が終了したあと

の母子健康手帳プログラムの sustainabilityを考慮すべきであると強調した。

3） 母子健康手帳プログラムの活動地域であるブンクル州を４日間にわたり視察した。ブン

クル州での活動は、保健省州出張所（ＫＡＮＷＩＬ）、州衛生局（ＤＩＮＡＳ）、県衛生部、

保健所、村落助産婦（Bidan di desa）、カダールに至るまで、母子健康手帳に関する活

動が順調に行われていた。また、保健省州出張所、州衛生局、県衛生部の協力体制が確

立しており、保健医療関係者の母子健康手帳に関心は非常に高かった。

青年海外協力隊員の木村隊員は赴任して２週間であったが、受入れ機関であるルジャン

ルボン県衛生部をはじめ、ブンクル州をあげて歓迎しており、暖かい雰囲気のなかでイ

ンドネシアでの生活をはじめていた。

4） プロジェクト全体に関するJoint Coordinating Meetingにおいては、家庭保健局長の Dr.

Wibisono Wijonoが現在までのプロジェクト活動の成果を高く評価し、今後の発展に期

待する旨の発言を行った。ミニッツ協議の場においても、地域保健総局の主要メンバー

とプロジェクト側は非常に和気藹々とした雰囲気のなかで協議を行い、両者の普段から

の親密な交流がうかがえた。

5） インドネシアにおける母子手帳プロジェクトの評価は非常に高く、現在までのところ予

想以上に順調に活動が行われている。今後、日本側が行う支援体制のうちとくに考慮す

べき点は、渡辺新チーフアドバイザーを中心としてジャカルタ・パダン・メナドの緊密
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な連携体制の継続と専門家の派遣を含む人的支援体制の確立であろう。

6） 短期専門家として、プロジェクトの進捗状況に関してインドネシア側およびＪＩＣＡイ

ンドネシア事務所などと協議するとともに、プロジェクト専門家と細部にわたる検討を

行った。また、母子健康手帳ワークショップにおいて講演を行った（資料１）。

（3）調査結果

1） 母子手帳プロジェクト活動の現状

ジャカルタ事務所における佐藤チーフアドバイザーと宮崎調整員の全体的なプロジェク

ト活動はすばらしかった。ＪＩＣＡ事務所との緊密な連携のもと、インドネシア保健省、イ

ンドネシア大学、ＢＡＰＰＥＮＡＳなどの協力関係を築き上げ、プロジェクト全体の計画

実施体制の確立、広報活動の展開、関係諸機関とのネットワークの構築を行っていた。プ

ロジェクト開始後わずか１年未満の現時点としては、予想をはるかに上回る成果であった。

西スマトラ州においては母子健康手帳研修（ＴＯＴ）も終了し、予定通り着々と配布が行わ

れてモニタリング活動も活発に行われていた。北スラウェシ州では、州レベル、県レベル、

保健所レベル、ポシアンドゥレベルをあわせ 2383 名の研修が予定通りすべて完了してい

た。このように、２州の対象地域では、本年度の計画通りすべての活動が順調に進捗して

いた。

また、プロジェクト内部規定の文書化、プロジェクトサイト（２州）と中央との連絡文書

のフォーマット化、緊急時の連絡方法の統一など、フィールドタイプの他のＪＩＣＡプロ

ジェクトにも援用できる内容をもっていた。

2000年度の活動のなかで、母子手帳の中間評価を行うための調査費用については、何ら

かの形でＪＩＣＡ側から支援する方策をお願いするしだいである（プロジェクトの進捗状況

にあわせてモニタリングを行う必要があるが、当プロジェクトにおいては中間評価の結果

により、他州への展開やインドネシア側の自己資金調達の根拠になるものであり、プロ

ジェクト終了後の sustainability に与える影響も大きく、非常に重要な調査となってい

る）。

2） ブンクル州における母子健康手帳の普及状況

ブンクル州ルジャンルボン県においては母子健康手帳プログラムが順調に実施されてい

た。保健省州出張所、州衛生局、県衛生部の緊密な協力体制のもと、母子健康手帳は母親、

カダール、Bidan di Desaには非常によく受け入れられていた。持参率や紛失率などのモ

ニタリングも行っており、理想的なマネジメントが行われていた（資料２）。
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資料２　ブンクル州の母子保健および母子健康手帳プログラム

1999年９月 16日

ＪＩＣＡ短期専門家　中村安秀

ブンクル州はスマトラ島の南西にあり、面積１万 9788km2、人口約 150万人を擁するインド洋に

面した小州である。母子健康手帳プログラムの対象地域であるルジャンルボン県はスマトラ島の

高原地帯に位置し、人口約 40万人（1998年）、１ km2あたり人口密度 98人、コーヒー・プランテー

ションの盛んな土地である。1997年以降の通貨危機によるルピアの低落がコーヒーの輸出に有利

に働き、インドネシアの経済危機の影響を大きく蒙ることはなかったといわれる。

１．ブンクル州の母子の健康状況（表１）

基本的な保健指標でみるかぎり、インドネシアの平均値と類似している。乳児死亡率や５歳未

満児死亡率はインドネシア平均とほとんど同じである。５歳未満児の死亡原因は、急性呼吸器疾

患（ＡＲＩ）が第一位であり、下痢症、マラリアと続いている（1995年）。

母子保健においては、妊婦検診を４回以上受けたものの割合は 69％にのぼるが、保健医療専門

職による出産介助率は 48.4％にすぎない（1998年）。1997年と 1998年を比較すると、妊婦検診を

まったく受けないものは13.8％から 17.0％に増加し、専門職による出産介助は58.8％から 48.4％

に急落していた。

表１　ブンクル州の保健指標（1995年）

人口（人）（1998年） 150万 5200

　　５歳未満児割合（％） 11.0％

　　15歳未満人口（％） 33.3％

乳児死亡率（出生 1000当り） 50 （インドネシア　51）

５歳未満児死亡率（出生 1000当り） 68 （インドネシア　73）

粗死亡率（人口 1000人当り） 6.61

０歳児平均余命（歳）：男性 62.7 （インドネシア　61.9）

女性 66.5 （インドネシア　65.7）

Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu 1999, Kanwil Kesehatan Provinsi Bengkulu

２．ルジャンルボン県の母子保健

ルジャンルボン県は５郡１市（D e s a 総数は 3 0 4 ）からなり、１つの公立地域病院

（ＲＳ　Ｃｕｒｕｋ：ベッド数 85）と 28 の保健所、449 カ所のポシアンドゥ 88 カ所の村落助産所

（ＰＯＬＩＮＤＥＳ）を擁する。年間出産数約１万 1000に対して、276人の村落助産婦（Bidan di
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Desa）が配置されている。

妊産婦検診や出産介助に関しては主にBidan di Desaが精力的に活動しており、妊婦検診を４回

以上受けたものの割合は60％に達している（ブンクル州全体からみるとよくないが、交通機関のアク

セスが悪い状況を考えると妥当な数字であると思われる）。また、今回の視察の範囲では、Bidan di

Desaに対する住民の受容状況は非常によかった。唯一の公立医療機関であるＲＳ Ｃｕｒｕｋには、産

科専門医が常勤しているが、年間出生数はわずか293人（1998年）であった。病院での出生のうち、約

60％が助産婦からの紹介、20％が開業医、20％が直接受診であった。この結果から、ある程度のリファ

ラル・システムが機能していると推察された。

予防接種はポシアンドゥを中心に展開しており、1997年から導入されたＢ型肝炎ワクチンも定着

しているようであった（統計の信頼性に問題はあるが、麻疹の予防接種率の低さが気がかりではあ

る）。家族計画は、ピル、ホルモン注射、ＩＵＤ（子宮内装具）、コンドーム、インプラント（埋込

型ホルモン剤）をＰＯＬＩＮＤＥＳや保健所で行い、不妊手術は病院で行っていた。避妊方法のう

ち、ピル、ホルモン注射、ＩＵＤの３種類で避妊方法全体の80％近くを占めていた。

表２　ルジャンルボン県の母子保健活動（1998年）

人口（人） 40万 3400

　　５歳未満児割合（％） 11.0

妊婦検診率（１回以上） 79.0％

妊婦検診率（４回以上） 60.7％

予防接種率（％）

　　ＤＰＴ３ 105.5

　　ポリオ４ 85.1

　　ＢＣＧ 99.5

　　麻疹 77.9

　　Ｂ型肝炎 68.9

Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu 1999, Kanwil Kesehatan Provinsi Bengkulu

３．母子健康手帳プログラムの展開

ブンクル州ではルジャンルボン県の６カ所の保健所において母子健康手帳プログラムの実施が

行われている。保健省州出張所、州衛生局、県衛生部の協力体制のもとで、1998年９月８日から

母子健康手帳の配布が行われた。州レベル、県レベル、保健所スタッフに対するトレーニングの

あと、26名の Bidan di Desa、105名のカダールに対するトレーニングが実施された。配布実施

後６カ月の時点では、母子健康手帳の持参率99.4％であり、紛失率はわずか0.26％であった（1999

年３月ブンクル州母子健康手帳報告書）。
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今回の視察では、妊産婦および保健所医師に対するインタビューを行った。多くの母親は母子

健康手帳を戸棚に保管しており、検診時には必ず持参していると答え、母子健康手帳の大きさや

表紙の色などには非常に満足していた。また、母子健康手帳を自宅に保管することにより時々父

親が読む場合もあるという。保健所医師からは、カダールの教育レベルが違うので保健所スタッ

フがカダールに説明するときに相手のレベルにあわせるためには困難を生じる、とくに僻地では

記入する能力に欠けるカダールも少なくない。たとえば新生児破傷風などの用語が地方の母語

（local language）により異なるために母子健康手帳の記載にひとつずつ解説を加える必要がある、

などの問題点も指摘された。また、保健省州出張所（ＫＡＫＡＮＷＩＬ）のスタッフとの協議にお

いては、地方分権化（decentralization）との関連で、予算獲得のために州知事を対象にした

advocacy（政策提言）の重要性やブンクル版作成を目的とした委員会設置要綱の必要性などの意見

が出された。

総じて、母子健康手帳は母親、カダール、Bidan di Desaには非常によく受け入れられており、

彼らがこのプログラムの推進役になっていることが明らかであった。また、母子健康手帳が父親

の育児参加を促している面も見受けられたが、これは今後の検討が必要であろう。また、母子健

康手帳がインドネシア語で書かれているために local languageとの齟齬をきたすという点に関し

ては、全国展開時に大いに議論すべき点のひとつであると考えられた。

短い視察であるが、ブンクル州において母子健康手帳プログラムが順調に実施されている背景

には以下のような要因が考えられた。

（1）保健省州出張所、州衛生局、県衛生部の協力体制が確立している

（2）十分なトレーニングを受けた Bidan di Desaが適正に配置されている

（3）プログラム開始当初から、精力的にモニタリングを行っている

（4）以上のようなスムースなプログラム展開に、ＪＩＣＡ専門家の定期的な訪問が果たした役

割は大きかった

また、今後の母子健康手帳プログラムの展開のために、以下の事項に留意する必要があると考

えられた。

（1）州知事、県知事などに対する advocacyを行うこと

（2）改訂版作成のための手順（特に、保健省版と州版の関係）を明示すること

（3）父親の参加の視点から、母子健康手帳の意義を明らかにすること

（4）能力の違うカダールがチームとして母子手帳に従事する具体的方策を提示すること

（5）インドネシア語が中心の現在の母子健康手帳において母語をどのように取り入れるべきか、

人類学や言語学など社会科学的視点で考察すること
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３－２　研修計画　山田芳子

（1）はじめに

母子健康手帳の普及を通じて、母子保健の状況を改善することを目的として、「インドネシ

ア国母と子の健康手帳プロジェクト」が、1998年 10月から北スラウェシ州と西スマトラ州の

２州で開始されてから１年を迎えようとしている。このプロジェクトにおいて日本側のとる

べき措置として、日本人専門家の派遣・プロジェクトを実施するための機材や用具等の供与・

カウンターパート研修員の受入れについてインドネシアと合意しているところである。

そのなかで研修員の受入れは、インドネシア側のプロジェクト実施者が日本において研修

を受け、幅広い知識と技術を得ることなどによって人材育成を図るものであり、このことは、

インドネシアにおいて、将来みずからが継続的にこの母子健康手帳の事業を実施していく

（Sustainability）ためにも重要なことであると考える。

そこで、今回の視察では、プロジェクトサイトにおける母子保健サービスを中心とした保

健医療サービスの現状等を把握するとともに、1998年度来日された研修員の方々の感想およ

び 1999 年度予定されている研修候補者の意向等を聴取した。これらの調査結果をもとに、

1999年度の日本における研修が、充実した内容で帰国後の実践に役立つものとなるよう計画

立案に寄与していきたい。

（2）地域の概況

1） 北スラウェシ州

北スラウェシ州は、人口 262万 5069人（1995年）、面積は２万 7466.30km2である。州都マ

ナド市は、ジャカルタからウジュンパンダン経由の飛行機で約４時間のところに位置して

おり、フィリピン共和国のマニラから近い。北スラウェシ州は全般的に教育に関する意識

が高い地域である。

今回視察をしたマナド市は、人口が37万 5087人で、キリスト教の人口に占める割合が非

常に高く、市内には教会が多く目についた。ダイビングなどの観光資源もあり、比較的裕

福な感じを受ける。街の雰囲気も開放的で活気がある。

2） 西スマトラ州

西スマトラ州は、人口 432万 4165人、面積４万 2229.64km2で南北に長い州である。県と

市は 14、村の数は 2157村である。州都はパダンで、ジャカルタから飛行機で１時間 30分

ほどであり、シンガポールからも70分である。西スマトラ州は、イスラム教の大変強い地

域であり丸い屋根の寺院が所々にみられる。水牛の角を形取った独特の屋根の建物が特徴

的である。住民は、ミナンカバウ族という母系社会の民族が主体で、家計は妻がしっかり
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握るということである。女性の社会的地位や教育レベルは比較的高く、女性の非識字率は

7.59％である。女性の強い地域とのことであるが、接した女性は皆慎ましい印象を受けた。

街は全体的に落ち着いた雰囲気で時間がゆっくり流れている感じがある。

パダンから車で約２時間30分ほど走ると、ブキット・ティンギ市につく。ここは、標高

が約 800メートルで気候は涼しく、避暑地となっている。赤道の近くにこんな所があるの

かと思わせるくらい爽やかである。高原野菜の産地でもあり裕福そうである。

（3）母子保健医療の状況

1） 北スラウェシ州

① 主な保健医療指標

北スラウェシ州およびマナド市・ボラアンモンゴンドー県の主な保健指標

マナド市 ボラアンモンゴンドー県 北スラウェシ州

人口（1995年） 375,087 403,800 2,625,069

面積 157km2 8,358.04km2 27,466.30km2

妊婦数 9,092 10,868 67,602

病院 4 1 24

保健所 10 26 140

保健所支所 50 127 724

地域助産所 0 106 614

保健総合ポスト 259 323 2,757

医師（一般医） 50 43 375

医師（専門医） 68 5 95

歯科医 11 10 70

看護婦 751 446 3,628

助産婦 38 241 1,188

地域助産婦 2 224 1,093

保健ボランティア（カダール） 920 1,420 6,857

妊婦死亡数 8 18 73

死産数 46 126 467

生産数 7,417 7,417 44,847

早期新生児死亡数 6 31 100

新生児死亡数 7 5 29

※妊婦数は妊婦実数ではなく、北スラウェシ州では、（対象）妊婦数を（1）州の粗出生率を1.1倍し、その地域の
人口を掛けたもの。（2）その地域の人口を 2.3倍したもの。いずれかで算出している。

※助産婦数は地域助産婦数を含んだ数である。
（資料提供　プロジェクト北スラウェシ州事務所）
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② 北スラウェシ州では、マナド市衛生部訪問、市内の保健所・健診活動・市内の保健所

支所・公立病院を視察した。

a） マナド市衛生部訪問

マナド市には 10の保健所がある。母子健康手帳（以下、本という）は８月 17日から

配布し始めた。この仕事のためにスタッフは増員していない。本は、保健所で登録し

てから配布する仕組みをとっている。この方法で行わないと妊婦の数がわからない。

妊婦の反応はよく大変喜んでいる。問題は、保健所の管轄を越えてもらいにくるこ

と。隣接した配布されていない地域の人はかわいそうである。

「現在の母子保健の問題」

・出産の時だけマナド市内の施設に来る人がいるが、その人には本をあげられないの

で対応が問題である。また、その人たちはハイリスク妊婦が多い。

・妊産婦死亡のケースをみると、１番は Traditional Birth Attendant（ＴＢＡ、伝統

的産婆）の所での出産ケースである。

・乳幼児の死因は下痢、呼吸器疾患が多い。

b） Bahu保健所

マナド市で最も大きい保健所で有床。電話はない。

視察終了のころには 100人ほどの登録があった。所内はかなり混雑していた。医師

は２名で、１日200人くらい診察をするとのことである。保健所の基本診察料は500ル

ピアである。薬局には、ビタミン剤、抗生物質（ＴＣ、アンピシリン）、クロマイ軟膏

（眼科用）、呼吸器症状対応の薬剤が置いてあった。

分娩室があり、一般に病院より安価のため（２泊３日で３万ルピアくらい）、経済危

機下の現在は貧困層の家族がより多く利用するようになっている。

この保健所には、政府職員など保険に加入している人の有料の診察治療を行うユ

ニットがあった。重症患者の病院への紹介もスムーズに行っている。

c） Posyandu

・Winangun Posyandu

カダール（Ｋａｄａｒ：地域保健ボランティア）さんの家と庭で実施していた。

妊婦、乳幼児などあわせて100人ほどの人が来ていた。この村には250人の妊婦が

いる。本は24人に配布しており、視察時は20人が来ていた。妊婦は皆本を持参して

いた。乳幼児にはＫＭＳカード（乳児発育カード）を使用していた。集まっていた人

たちは身なりもこぎれいである。ここでは、健診、相談、予防接種を行っている。保
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健所のスタッフとカダールが運営している。この村にはカダールが 35人おり、長い

人で 15年も活動を行っていた。ここは、十分機能しているようである。乳幼児の体

重測定はバネ秤で行っている。ヘルスメーターが片隅に置いてあった。

視察時、カダールがビタミンＡの内服を慣れた手つきで乳児に実施した。片方で

は、保健所スタッフが５カ月児にＢＣＧ接種をしている。（針のついたシリンジが机

の上に無造作に置かれ、清潔操作は今ひとつの感がある。）こちらからみるとこれら

の行為が入り交じって無秩序に行われているように思えたが、混乱をしないところ

をみると彼らにとっては秩序が保たれた日常的なことなのであろう。

・Kairagi Satu Posyandu

ＰＫＫの建物で行っていた。140人くらいの人が参加していた。

ここでは乳幼児の体重測定に天秤秤を使っていた。

d） Winangun支所

ここは看護婦が仕切っている。１日10人くらいの来所がある。週２回、ドクターが回

診に来る。呼吸器感染症と皮膚疾患が多い。マラリアも少しあるとのことである。看護

婦の住居は、支所と同じ建物の中であった。

e） Malalayang公立病院

・産婦人科

産婦人科のベッドは 87床、入院率は 80～ 90％。

診察料金は１回 1500ルピア。経営は州政府からの援助である。

分娩数は月に 200～ 300。直接来院と他の病院からの転院である。

妊娠中の異常は、高血圧、妊娠中毒症、出血が多い。この病院での妊産婦の死亡は、

1997年が 10人、うち４人が敗血症によるショックであった。

1998年は６人、うち高血圧などで４人が死亡している。

日常診療で困っていることは、機材がなかなか入ってこないこと。壊れた機械（ドプ

ラー）がいまだに入ってこないため、ドクターに支障がきている。医薬品も不足気味

である。

救急患者については、病院に５台ある救急車を使っているが足りない。

（日本のような救急システムはないようである。）

輸血について、保存血液、血液バンクがある。スクリーニング検査もできる。血液

は、家族や親戚から採血する。
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・小児科

小児科ではＪＩＣＡの母子健康手帳の研修に参加したドクターが説明した。

乳幼児の死亡について、1997年はこの病院を 3092人が利用し 92人死亡した。1998

年は、3042人利用し 74人であった。両年とも死因は敗血症、心疾患、呼吸器疾患な

どである。

新生児について、1997年は 284人が利用し 24人死亡、1998年は 513人利用し 42人が

死亡した。死因は敗血症、肺炎、心疾患などである。

マナド市は、全体として住民の保健施設へのアクセスはよさそうで、保健所やポシ

アンドゥの利用者も多かった。

2） 西スマトラ州

① 主な保健医療指標（1997年）

施設数：

国立病院 ２

県・市病院（州立） 14

保健所 202

村の助産所 914

ポシアンドゥ 7,116（登録）

５歳以下の人口比 10.72％

再生産年齢女子人口比 26.22％

乳児死亡率 47／出生 1,000

妊産婦死亡率 340／ 100,000（推定）

医療従事者 医師 720人

助産婦 2,348人

人口 10万人対医師数 16.6人

保健関係者 伝統的出産介助人 4,640人

保健ボランティア 7,093人

総妊婦数 119,200人

　　　　検診受診率 第１回 85.8％

第４回 70.4％

　　破傷風トキソイド接種率 69.3％ （1996）

　　医療従事者による分娩率 83.4％ （1996）

　　鉄剤配布率（妊婦） 81.2％ （1996）

　　（３袋以上の配布率） 66.1％ （1996）

（資料提供　プロジェクト西スマトラ州事務所）
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西スマトラ州では、アガム県内の保健所・健診活動・村の助産所を視察した。

a） Sungai Puar保健所

職員は 30人、（医師、歯科医師、助産婦、看護婦、検査技師、環境衛生技師、事務

職）。月・木に市場が立つので保健所はその日が忙しい（30人くらい利用する）。

管内の妊婦数は約 600人、ポシアンドゥ 38、カダール約 120人である。

この保健所は、1998年４月にこの活動を開始した。１年目各村に妊婦数だけ配布し、

妊婦健診に使った。しかし、配布の管理があまりよくなかったためもらえる人ともら

えない人がいてうまくいかなかった。妊婦が地域助産婦、ポシアンドゥ、開業助産婦

を選んでしまった。配布計画を立てないで配ってしまったので保健所に本がなくなっ

てしまった。２年目は、１カ月ごとに妊婦の概数をつかんで健診にきそうな施設に

配っている。地域での配布は、地域助産婦が窓口になっている。本は妊婦だけでなく

夫にもよく話した。妊娠中の異常の早期発見に努めるよう家族にも毎回話すようにし

ている。健診への本の持参率は 95％くらいである。この本のメリットは、妊婦がどん

な注意が必要か、下痢や上気道炎などの家での対応が書いてある、子どもの体重曲線

が入っていることなどである。

また、カダールにとって、本を使えば保健指導ができるので、本を持っていること

がカダールにとってメリットになっている。

この本について、うまくいっていないところをあげると、内容を理解できない妊婦

がまだいることである。夫に読んでもらうとかカダールにわかりやすく説明してもら

うなどの方法をとっている。また、もっと絵を増やしたらどうか。小学校しかでてい

ないお母さんが多い。

カダールは、村長の責任で選任する。ＰＫＫ（女性福祉団体）も推薦する。未婚の女

性が中心である。仕事をもっていないので、カダールの協力意識を高めるため、ポシ

アンドゥ事業活性化のなかで村が少額（１カ月１万ルピア）の報償を出している。ま

た、カダールが病気の時は保健所での治療は無料にしている。若い人は社会奉仕をし

たい意識が高いが、結婚するとやめてしまうので、ドロップアウトが多いことが課題

である。

保健所の来所者で多い疾患は、上気道炎、胃腸炎、関節リウマチの順である。

子どもに豆などの補助食を配布している。（月２回程度）

保健所内はさっぱりとしていた。予防接種の薬品は専用冷蔵庫で摂氏４度に保たれ

ておりよく管理されていた。
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b） Posyandu, TeamＧＳＩ

村役場が会場となっている。おおよそ 70～ 80人くらい集まっている。会場の真ん中

に絨毯が敷かれ、発達検査用具のおもちゃで子どもたちが遊んでいた。

ＫＭＳカードを使用している。子どもたちに離乳食のようなおやつを用意してあっ

た（豆と砂糖、ココナッツミルクで作ったもの）。体重計は天秤である。

ヘルスメーターも置いてある。ここでは、ザーリー方による貧血検査を実施してい

た。歯科コーナーも設けられていた。

このポシアンドゥは十分に機能しているようであった。

c） Polindes（地域助産所）

村役場の建物で役場の事務室の隣の部屋が助産所になっている。狭いスペースに受

付、診察室、分娩室がある。

ここの助産婦は、20歳で赴任して１週間、助産婦経験４カ月とのこと。

ここでは、月に２件くらいの分娩がある。２泊３日で13万ルピア。入院中は助産婦

が食事を作って食べさせる。作るのはできるが洗ったりなどをする人を雇うのでこの

値段になる。（ＴＢＡは、産後のケアだけでなく家のことなども行うので１日１万ルピ

アくらいのようである）

妊婦の管理はカードの色でわかれている。青が正常、黄色が軽度リスク、ピンクが

重度リスクとなっていた。

診察室には限られた消毒類と綿花、膿盆、蓋付きバットがあった。比較的きれいに

なっていた。

若い助産婦が困ったときは仲間がすぐに手伝いに来てくれる体制になっているとの

ことである。

（4）ＴＯＴの実施状況

ＴＯＴ（指導者研修）を実施するにあたっては、事前に Socializationを行い、さらにセミ

ナーを経てから開始している。ＴＯＴでは、母子健康手帳の意義・有効性・使用方法等を研

修している。北スラウェシ州の 1999年度のＴＯＴは、以下のとおりである。

西スマトラ州では、1998年度にアガム県、パダン・パリアマン県、ブキット・ティンギ市

でＴＯＴを終了し、その後のモニタリングを行っている。1999年度は７県で実施予定のため、

現在準備を進めているところである。

1999年度の研修候補者は、すでに母子健康手帳に関する研修を終了し、ＴＯＴの講師レベ

ルの人たちである。
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北スラウェシ州　初年度（1999年度）指導者養成研修

地域／レベル 実施日 期間 場所 受講者 （数） 講師 （数） 開催責任者

セミナー 州レベル ３月

ＴＯＴ１ ５月 14－ 15日 ２日間 30 13

ＴＯＴ２ ６月 23－ 24日 ２日間 46 14

ＴＯＴ３ ７月８－９日 ２日間 50 11

ＴＯＴ４ ７月 12－ 29日 １日間 765 33

ＴＯＴ２ ６月 23－ 24日 ２日間 82 13

ＴＯＴ３ ７月８－９日 ２日間 282 40

ＴＯＴ４ ７月 12－ 29日 １日間 1128 78

（資料提供　プロジェクト北スラウェシ州事務所）

北スラウェシ州

州レベル

マナド市

県・市レベル

マナド市

郡レベル

マナド市

地域レベル

ボラアンモン

ゴンドー県

県・市レベル

ボラアンモン

ゴンドー県

郡レベル

ボラアンモン

ゴンドー県

地域レベル

医療従事者訓

練センター

医療従事者訓

練センター

職業訓練高等

学校講堂

保健所

村役場

女性会館

保健所

村役場

保健所

村役場

県・市衛生部、州

レベル関連機関

県・市衛生部職

員・保健所職員

助産婦・

保健所職員

保健ボランティ

ア（カダール）

県・市衛生部職

員・保健所職員

助産婦・

保健所職員

保健ボランティ

ア（カダール）

保健省州出張

所・州衛生局

保健省州出張

所・市衛生部

市衛生部・

保健所

保健所

保健省州出張

所・県衛生部

県衛生部・保健

所

保健所

保健省州出張

所・州衛生局

保健省州出張

所・市衛生部

市衛生部・

保健所

保健所

保健省州出張

所・県衛生部

県衛生部・保健

所

保健所

（5）1998年度研修員の感想、意見

1998年度の研修員および日程は下記のとおりであった。

① 研修員の概要

研修員は、インドネシア保健省の高級官僚ですべて医師の資格をもち、宗教は２を除い

てすべてイスラム教徒である。

氏　　名 役　　職 年齢 性別 そ　の　他

1 Rasyidah Rasyid 保健省西スマトラ州 56歳 （女） レオポルド大学

出張所長 公衆衛生修士課程

2 Slamet Sunarno 保健省北スラウェシ州 54歳 （男） ハワイ大学

Harjosuwarno 出張所長 公衆衛生修士課程

3 Ardi 保健省地域保健総局 48歳 （女） ノースカロライナ大学

Kaptiningsih 家族保健局母親保健 公衆衛生修士課程

課長

4 Ina Hernawati 保健省地域保健総局 44歳 （女） マヒドル大学

家族保健局児童保健 公衆衛生修士課程

課長
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② 研修概要

研修員は 12月８日（９日）に来日し、23日に帰国した。

日順 月　日 曜日 移　動　お　よ　び　業　務

1 12月８日 火 Mr. Harjosuwarno, Ms. Hernawati来日

2 12月９日 水 Ms. Rasyid, Ms. Kaptiningsih来日

プログラムオリエンテーション（ＪＩＣＡ）

国際協力事業団医療協力部長表敬

3 12月 10日 木 ジェネラルオリエンテーション

（日本の歴史・簡単な日本語会話等）（ＪＩＣＡ）

4 12月 11日 金 日本の母子保健政策（厚生省母子保健課）（厚生省）（東京大学）

母子健康手帳セミナー打合せ

5 12月 12日 土 母子健康手帳セミナー（東京大学）

7 12月 14日 月 母子愛育会の概要説明

母子保健活動における病院の役割

愛育班活動について

施設見学（母子愛育会）

8 12月 15日 火 県が取り組む母子保健政策の概要

三歳児健診視察（大宮市保健センター）

保健所視察（大宮保健所）（埼玉県）

9 12月 16日 水 県立病院視察（小児医療センター視察）

母子愛育会活動視察（浦和市保健センター視察）（埼玉県）

10 12月 17日 木 国際保健における大学の役割（東京大学）

11 12月 18日 金 民間団体視察（社会福祉法人子供発達センター視察（東松山市））

母子愛育会活動視察（玉川村）（埼玉県）

14 12月 21日 月 看護教育（福島県立医科大学看護学部）（福島県）

15 12月 22日 火 センター概要説明（都立母子保健サービスセンター）

施設見学（東京都）

母子保健サービスの担い手（保健所・医療機関・母親・地域住民）の

後方支援としてのセンターの役割と意義（母子衛生研究会）

日本の母親が抱える問題点とセンターの対応等

活動概要・活動視察（母子衛生研究会）

子どもの城見学

評価会（ＪＩＣＡ）

16 12月 23日 水 帰国
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1998年度の研修員のアンケートを東京国際研修センターから見せていただき、研修に関

する主な部分についてまとめてみた。研修員からは、研修日程・内容・研修レベル・日本

側の対応ともおおむね良好で役に立つものであったという感想を得ている。課題としては、

その他コメントのなかで、討論の時間が少なかったこととレジュメや研修に使う資料が英

語版でなかったことがあげられている。

今回、1998年度の研修員のうち、Dr. Slametと Dr. Rasyidahの両名にインタビューが

でき、日本での研修の感想や意見を伺うことができた。Dr. Rasyidahについては、事前に

プロジェクト事務所の専門家が感想を伺っておいてくれたのであわせて記載する。

『Dr. Slamet』

＊ 日本の研修でよかったこと

a） 埼玉県　玉川村での愛育班員の家庭訪問

（一般の人とコミュニケーションができた。）

b） 埼玉県立小児医療センターの視察

（先端医療を学んだ。）

c） 福島県立医科大学視察

（看護婦教育をインドネシアと比較ができた。）

＊ 日本での研修に望むこと

a） 研修期間が短い。もっと長いほうがよい。しかし、自分は大変忙しいので日程の調

整が難しい。ジレンマである。自分にとってはちょうどよい。

b） 日本の結核対策なども知りたかった。インドネシアは母子保健が最も重要だが結核

対策も必要である。

c） 現場の責任者も日本の研修に送りたい。

『Dr. Rasyidah』

＊ インタビュー（表敬時のディスカッションで）

a） 日本での研修プログラムは効果的で大変よかった。

b） 埼玉の医療施設の訪問では、皆さんによくしていただいた。

埼玉県立小児医療センターや愛育班活動がよかった。特に家庭訪問がよかった。こ

のことは、直接活動を視察できたのでよかった。

c） 福島県立医科大学の看護教育を視察し教育システムを知ることができた。（今年は福

島へは行けないと佐藤リーダーが事前にアナウンスをしていたので）埼玉で同じよ

うな所があればぜひ保健教育システムを見せてほしい。
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d） 研修期間について、もっと長くてもよい。自分は州政府の職員だったので２週間く

らいであったが、これからは、実践レベルの人を送るので長くてもよいが、最大３

週間くらいでお願いしたい。

＊ プロジェクト事務所専門家による感想聴取内容

一番印象に残っているのが母子愛育班活動。母親や子どもたちが集まったところで活

動していた。インドネシアのボランティア、カダールと共通する活動である。来所して

いた祖母も母子健康手帳を役立てていた。現在のインドネシアにも生かせる活動である。

埼玉県立小児医療センター、障害児施設は素晴らしかった。

システムがよくできているのがよくわかった。ハイリスク妊婦の管理、周産期医療、新

生児医療、ジャカルタにもそのような施設はない。

（インドネシアも地方分権化を進めており、指導者的立場にあるカウンターパート

（Ｃ／Ｐ）が将来的な展望を考える意味では有効である。）

1999年研修に行く Dr. Fauziah Elytha, MSc,や Dr. Sinardi Susilo, MScにもぜひ

1998年のような研修を受けてきてもらいたい。

（6）1999年度研修候補者からの希望

1999年度の研修候補者は、現在のところ以下の５名である。

① 研修員概要

Dr. Wibsono Wijono,

MPH

Dr. Pelealu Frans

Jan Ongky, MPH

Dr. Bonny Kacensang

Dr. Fauziah Elytha,

MSc

Dr. Sinardi Susilo,

MSc

保健省　地域保健総局

家族保健局長

保健省　北スラウェシ

州出張所　総務部長

保健省　北スラウェシ

州出張所　地方分権部

長

保健省　西スマトラ州

衛生局　家族保健課長

保健省

西スマトラ州出張所　

基礎保健サービス課長

57歳（男）

55歳（男）

45歳（男）

46歳（女）

50歳（男）

チューレン大学（ＵＳＡ）

訪日経験あり。日本語（簡単な挨拶や自己紹介ができ

る）。英語（専門分野の講義がほぼ理解できる）。イスラ

ム教徒、（豚肉、アルコールをさける）。

ボストン大学（ＵＳＡ）

訪日経験なし。日本語（まったくできない）。英語（専門

分野の話題がだいたい理解できる）。キリスト教徒。

サム・ラルランギ大学

訪日経験なし。日本語（まったくできない）。英語（専門

分野の講義がほぼ理解できる）。カトリック教徒。

インドネシア大学

訪日経験なし。日本語（まったくできない）。英語（専門

分野の話題がだいたい理解できる）。イスラム教徒（豚

肉、アルコールをさける）。

西オーストラリア大学

訪日経験なし。日本語（まったくできない）。英語（専門

分野の講義がほぼ理解できる）。仏教徒。

氏　名 役　職 年齢・性別 そ　の　他



- 34 -

このうち、Dr. Pelealu F.J.Oと Dr. Sinardi Susiloに日本での研修について意向を

伺った。

『Dr. Pelealu F.J.O』

原則的には 1998年同様でよいが母子保健行政の現場視察に興味がある。

今のところあまり考えてはいないが日本での研修機会を与えてくれたことに感謝して

いる。

『Dr. Sinardi Susilo』

母子保健の現場における活動を中心に視察をしたい。

妊産期の妊婦のケアをどのようにするのか最も興味がある。

妊婦に予防接種をしていないのであれば、どんな妊婦教育をしているのか。

５歳以下の子どもの保健についてどのようにしているのか。たとえば、栄養とか予防

接種とか。

（7）総括

今回の視察、1998年度の研修員の感想・意見、1999年度の研修候補者の意向等から、1999

年度の日本での研修は、基本的にはおおむね 1998 年度のプログラムに準じてよさそうであ

る。

しかし、1998年度は政府の高級官僚が来日したが、1999年度はこのプロジェクトの実施を

直接指揮監督する立場の部長・課長レベルの人が研修対象となっていることから、研修候補

者の意向にもあったように、1999年度の研修は、母子保健活動の現場視察を多く取り入れた

プログラムを用意する必要がありそうである。３週間を超えない範囲であれば多少の期間延

長は可能のようなので、講義と視察だけでなく、各視察場所でのディスカッションにも少し

時間をとったスケジュールがよいと思われる。

研修資料については、可能な限り英文のものが望ましい。

通訳について、英語だけでなくインドネシア語も通訳できる人がベストである。不可能で

あれば、現場視察の時だけインドネシア語の通訳を同伴する形でもよいであろう。

今回の研修員のなかには英語が堪能な人もいるが、英語だけでは現場サイドの込み入った

話になると理解しにくい場面（人）も想定されるためである。と同時に、長丁場になる研修期

間中インドネシア語での説明がない苦痛も推察されるからである。2000年度以降はさらに現

場に近い人が研修員として来日することになると思われることから、受け入れる側の体制も

検討しておいたほうがよいと考える。

1999年度の研修案を大まかに以下に述べる。
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1） 研修内容

① 日本の保健医療・母子保健行政に関するもの（国・県・市町村）

日本の母子保健（母子健康手帳）の歴史

② 保健医療・母子保健サービスの実施に関する現場視察

（母子保健サービスセンター、子どもの城、保健所、市町村保健センター、療育機関、

病院、地域の産婦人科クリニック、助産所、血液センターおよび献血車による街頭献

血）

③ 母子保健地区組織に関するもの（現場の愛育班活動を中心に）

④ 保健婦・助産婦・看護婦の教育（卒後教育を含む）に関するもの

（大学、看護研修・研究センター、県看護研修センター等）

⑤ 保健衛生に関する統計、調査に関するもの、情報を得られるシステムについて（各種届

け出）

⑥ 日本の旅情・情緒に関するもの（例）温泉、庭園など

今後の現場視察について

a） 新規に組み入れたほうがよいと思われるもの

地域レベルのものとして、妊産婦・新生児のケアとリファーシステム等を学ぶため、

助産所を拠点とした開業助産婦の活動および地域の民間産婦人科クリニックを視察

する。

また、先端医療機関として総合周産期母子医療センター（システムを含む）を視察す

る。

b） 昨年度の視察場所で視察内容の配慮をしたほうがよいもの

・保健所の視察では地域保健全般だけでなく、母子保健サービスにおける二次的機能

の場面も設定してみる。

・市町村保健センターでは、極力母子健康手帳の活用場面や活用に関する妊婦・母親

への保健教育場面を視察する（母親・父親学級、乳幼児健康診査、育児教室など）。保

健教育場面では、衛生思想に関するものや子どもの歯科保健についても盛り込んだ

方がよい。

また、北スラウェシ州では、妊娠中毒症が妊娠中の異常のなかで最も多いとのこと

なので、日本での予防教育場面が視察できればさらによいと思われる。

c） 保健医療全般のなかで余裕があれば加えたほうがよいと思われるもの

・血液センターおよび献血車による街頭献血

インドネシアにおける妊産婦死亡の死因の第１位は分娩時出血となっている。輸血
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供給システムが整備されることは、妊産婦の出血死の予防対策のみならず、医療全

般にとって大きなメリットになるはずである。将来的なものとして視察するとよい

と思われる。

2） 研修期間・方法等

① 集中して２～３週間程度が適当である。

② 講義・現地視察・評価で構成する。各研修場面においては日本側の一方的な説明では

なくディスカッションの時間を設定する。

③ 資料は可能な限り英語で作成する。

④ 宿泊場所は安価でそこそこきれいなところがよい。１泊くらいは日本の旅情・情緒に

ふれられるところがよいかもしれない。

3） その他

1998年度の研修員は、日本での対応が大変親切で友好的であったことを繰り返し話して

いた。当然のことではあるが、1999年度も研修員に対しては、誠意をもって親切に対応す

ることに十分心がけたい。

おわりに

今回、短期専門家（研修計画）としてインドネシアを訪問し、開発途上国の保健衛生の状況を視

察した。インドネシア側の母子健康手帳を通じて母子保健の状況を改善しようとする姿勢とエネ

ルギーは大変なものであり、このプロジェクトへの期待度が大きいことを実感した。また、カウ

ンターパートと日本側の職員が一丸となって新たな問題に取り組む姿に感動したと同時に、国際

協力とはともに発展しあうことなのだということを痛感した。カウンターパートの日本での研修

がよりよいものとなるようおよばずながら尽力していきたい。

最後に、松田団長はじめ中村先生、ＪＩＣＡの方々、そして、今回の視察のために惜しみない

ご支援・ご協力をいただきました佐藤チームリーダー、宮崎調整員、現地の専門家の皆様に厚く

御礼申しあげます。



附　属　資　料

①　ミニッツ

②　長期専門家報告書　チーフアドバイザー　佐藤善子
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